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県内関係業界団体の長 様 
山口県土木建築部技術管理課長  

 
 

令和６年度から適用する建設工事における 
総合評価方式の評価基準について（改定予告・追加）    

 
平素より、本県の土木建築行政の推進につきまして、格別のご理解・ご協力を賜

り、厚くお礼申し上げます。 
このことについては、令和５年７月５日付け令５技術管理第３２３号の３により

改定を予告したところですが、改定内容の追加及び適用予定日の変更がありますの

で、改めて下記のとおりお知らせします。 
 

記 

 １ 主な改定内容 下線部分：今回予告（追加） 
（１）新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例の廃止 

・「継続学習（ＣＰＤ）制度の取組状況」を評価する期間（任意の日の設定対象

期間）を『当該年度の４月１日から公告の日まで』とし、評価する取得単位数

を『各団体推奨単位以上』とする。 
・「地域活動実績」を評価する期間を『過去１年間』とする。 

（２）工事成績評定点の評価の見直し 

・土木関係工事における工事成績評定について、発注工事の業種種別に応じた

評価とする。 
※評価対象は、各企業における業種ごとの工事成績評定点（平均点）とする。 

・土木関係工事、建築関係工事の業種を問わず、評価基準は８０点を満点とす

る３点刻みとする。ただし、特例として、造園工事及び解体工事については、

段階的に引上げることを前提として７６点を満点とする１点刻みとする。 
（３）優良工事表彰の評価の見直し 

・山口県優良工事表彰の有無について、発注工事の業種種別に応じた評価とす

る。 

２ 適用予定 下線部分：今回訂正 
・令和６年４月１日以降入札公告する工事：１の（１）及び（３） 
・令和６年７月１日以降入札公告する工事：１の（２） 

 ３ 添付資料（技術管理課ウェブページにも掲載） 
建設工事における総合評価方式の評価基準等について別紙 

 
 
 

【問い合わせ先】担当：技術指導班 山本 
TEL：083-933-3636   
E-mail：yamamoto.kouji.02@pref.yamaguchi.lg.jp 

mailto:yamamoto.kouji.02@pref.yamaguchi.lg.jp


 

 

令和５年９月１４日 
山 口 県 

 
令和６年度から適用する建設工事における総合評価方式の評価基準について、

７月にお知らせしたところですが、以下のとおり改定予告の追加及び適用予定の

訂正がありますので、改めてお知らせします。 ※追加・訂正：朱書き部分 
 
１ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例の廃止 令和６年４月１日以降 

  配置技術者の技術的能力 
   継続学習（ＣＰＤ）制度の取組状況に係る評価基準等 
   ◆任意の日の設定対象期間 
   （現行）             （令和６年度から） 
    令和５年４月１日から公告の日まで→ 令和６年４月１日から公告の日まで 
    (当該年度 1 年前の４月１日)      (当該年度の４月１日) 
 
   ◆取得単位数 
   （現行）              （令和６年度から） 
    「各団体推奨単位の１／２以上」 → 各団体推奨単位以上 

  企業の地域精通度・地域貢献度 
   地域活動実績に係る評価基準等 

   ◆評価対象期間 

   （現行）       （令和６年度から） 

「過去２年間」 →  「過去１年間」 

 

２ 工事成績評定点の評価の見直し 令和６年７月１日以降 

 企業の技術的能力 
  〔土木関係工事〕  

   ◆「工事成績評定点」の評価対象 ※＜参考１＞参照 

   （現行）             （令和６年度から） 

「全業種の工事成績評定点の平均点」 → 「業種ごとの工事成績評定点の平均点」            

  〔土木関係工事・建築関係工事共通〕     

   ◆「工事成績評定点」の評価基準 ※＜参考２＞参照 

   （現行）毎年変動         （令和６年度から）固定 

工事成績評定点の上位者から  → ８０点を満点とする３点刻み 
１／４ごとに配点          
【全県又は事務所基準】                   

       
 
 
 

令和６年度から適用する建設工事における 

総合評価方式の評価基準について（改定予告・追加） 

別紙 

ただし、特例として、造園工事

及び解体工事は７６点を満点と

する１点刻み（段階的に引上げ

ることを前提） 



 
 
３ 優良工事表彰の評価の見直し 令和６年４月１日以降 

企業の技術的能力［簡易型・標準型の適用工事］ 

  「山口県優良工事表彰の有無」に係る評価の見直し 

   ◆評価対象 ※＜参考３＞参照 

   （現行）    （令和６年度から） 
「全業種」 → 「業種ごと」 

 
 
＜参考１＞工事成績評定点（平均点）の算出方法（例） 

 Ａ社：過去２年間における工事成績評定点一覧 

工事名 業種 
工事成績 
評定点 

○○道路改良工事 土木一式工事 84 
○○急傾斜地崩壊対策工事 とび・土工・コンクリート工事 79 
○○河川改修工事 土木一式工事 81 
○○舗装補修工事 舗装工事 78 
 （全業種の平均） 80.5 
 過去２年間に工事成績評定点がない場合は、過去６年間を対象として平

均点を算出 
 
 ■工事成績評定点（平均点） 

【現行】発注業種（全て） 80.5 点（全業種の平均） 
 

※発注業種における企業の技術力を適切に評価できる運用へ 
 

  【令和６年７月１日以降】 
    発注業種（土木一式工事） 82.5 点 ※土木一式工事の平均 
    発注業種（とび・土工・コンクリート工事）79.0 点 ※とび・土工・コンクリート工事の平均 
    発注業種（舗装工事）   78.0 点 ※舗装工事の平均 
    発注業種（上記３業種以外）評価無し 
 
 

82.5 点（土木一式工事に適用）※84 点と 81 点の平均点 
    79.0 点（とび・土工・コンクリート工事に適用） 
        78.0 点（舗装工事に適用） 
    評点なし（上記３業種以外の業種に適用） 

    
 



＜参考２＞工事成績評定の評価基準 

【現行】毎年変動 
 

評価の細目 評 価 基 準 
評価点 

特別簡易型 簡易型 標準型 

過去２年間（建築関係工事※は過去４

年間）の山口県発注工事における工事

成績評定点の平均点 

ただし、前記期間に成績点がない場合

は、過去６年間の平均点(注) 

○○点以上 ２ ４ ４ 

△△点以上○○点未満 １．５ ３ ３ 

◇◇点以上△△点未満 １ ２ ２ 

６５点以上◇◇点未満、又は実績なし ０．５ １ １ 

６５点未満 ０ ０ ０ 

 
(注) 表の○○、△△、◇◇の部分は、県の工事成績評定点データを基に、配点を受ける企業の工事成績評定点の

平均点の上位者から１/４ごとに、それぞれの境界となる点を算出し、整数単位で定める。 

※ 建築関係工事とは、原則として、山口県土木建築部、農林水産部及び山口県企業局が公共建築工事積算基準
類に基づき設計積算を行い発注した工事のうち、公共建築工事標準仕様書等に基づく工事監理、及び公共建
築工事の考査項目別運用表を適用して成績評定を行った工事をいう。 

 

 

 
 【令和６年７月１日以降】固定  

評価の細目 評 価 基 準 
評価点 

特別簡易型 簡易型 標準型 

過去２年間（建築関係工事※は過去４

年間）の山口県発注工事における工事

成績評定点の平均点 

ただし、前記期間に成績点がない場合

は、過去６年間の平均点 

 

（注）造園工事、解体工事の評価基準

は、【 】内の基準点とする。 

８０点以上【７６点以上】 ２ ４ ４ 

７７点以上８０点未満【７５点以上７６点未満】 １．５ ３ ３ 

７４点以上７７点未満【７４点以上７５点未満】 １ ２ ２ 

６５点以上７４点未満、又は実績なし ０．５ １ １ 

６５点未満 ０ ０ ０ 

 
※ 建築関係工事とは、原則として、山口県土木建築部、農林水産部及び山口県企業局が公共建築工事積算基準

類に基づき設計積算を行い発注した工事のうち、公共建築工事標準仕様書等に基づく工事監理、及び公共建
築工事の考査項目別運用表を適用して成績評定を行った工事をいう。 

 

＜参考３＞優良工事表彰における評価（例） 

発注業種：とび・土工・コンクリート工事 
Ｂ社：土木一式工事の優良工事表彰あり 

【現行】 
●優良工事表彰あり：１点 ←業種を問わず評価 

※発注業種における企業の技術力を適切に評価できる運用へ 

 【令和６年４月１日以降】 
  ●優良工事表彰なし：０点 ←発注業種と表彰業種が異なるため評価しない 


